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出産・子育て応援ギフトプラットフォーム構築業務委託仕様書  

 

この「仕様書」は、岩手県（以下「県」という。）が実施する「出産・子育て応援ギフ

トプラットフォーム構築業務」（以下「本業務」という。）に係る委託候補者の選定に関

して、県が契約する事業者（以下「受託者」という。）に要求する本業務の概要や仕様を

明らかにし、企画コンペに参加しようとする者（以下「参加者」という。）の提案に具体

的な指針を示すものである。  

 

１ 業務の概要  

⑴ 業務の目的  

核家族化が進み、地域のつながりも希薄となる中で、孤立感や不安感を抱く妊娠・

子育て家庭も少なくない。全ての妊婦・子育て家庭が安心して出産・子育てができる

環境整備が喫緊の課題である。  

この事業は、妊娠・子育てのための物品やサービスの提供により、乳幼児期からの

子育ての喜び、楽しさを発信し、出産・子育てへの不安・負担の軽減を図り、すべて

の妊婦や子育て家庭が安心して出産・子育てできる環境整備を推進するものである。

あわせて、出産・子育てにおける相談窓口・行政サービス等の情報を前向きに伝える

ツールとして活用することを目的とする。  

⑵ 契約期間  

ア 委託期間  

契約締結日から令和６年３月31日まで 

イ 予算額 

10,000,000円以内（税込）  

⑶ 事業概要  

ア 出産応援ギフト  

妊婦に対し、 50千円相当額のポイントを付与し、マタニティ用品、育児用品や子

育て支援サービス等を提供する。  

イ 子育て応援ギフト  

子育て家庭に対し、50千円相当額のポイントを付与し、育児用品や子育て支援サ

ービス等を提供する。  

⑷ 対象者 

ア 出産応援ギフトは、以下の (ア)から(ウ)までに掲げる者のうち、出産応援ギフト

の申請時点で本県に住所を有する者に対して支給する。  

(ア) 伴走型相談支援及び出産・子育て応援給付金の一体的実施事業の開始日以降

（以下、事業開始日）に妊娠の届出をした妊婦（産科医療機関等を受診し、妊娠

の事実を確認した者又は妊娠していることが明らかである者に限る。） 

(イ) 令和４年４月１日以降、事業開始日より前に出生した児童の母（妊娠中に本

県に住所を有していた者に限る。）  

(ウ) 令和４年４月１日以降、事業開始日より前に妊娠の届出をした妊婦（妊婦で

あった者を含み、(イ)に該当する者を除く。） 
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イ 子育て応援ギフトは、以下の (ア)又は(イ)に掲げる対象児童（子育て応援ギフト

の支給相当額の算定の基礎となる児童をいう。以下同じ。）を養育する者であっ

て、子育て応援ギフトの申請時点で本県に住所を有する者に対して支給する。ただ

し、同一の対象児童に係る支給対象者が２人以上いる場合において、そのうち１人

に対して子育て応援ギフトが支給された場合、他の支給対象者に対する同一の対象

児童に係る子育て応援ギフトは支給しない。  

(ア) 事業開始日以降に出生した児童であって、本県に住所を有する者  

(イ) 令和４年４月１日以降、事業開始日より前に出生した児童であって、本県に

住所を有する者  

ウ イの規定に関わらず、次のいずれかに該当する者には、子育て応援ギフトは支給

しない。  

(ア) 児童手当法（昭和46年法律第 73号）第４条第１項第４号に規定する小規模住

居型児童養育事業を行う者  

(イ) 同号に規定する障害児入所施設等の設置者  

(ウ) 法人 

⑸ 想定件数（年間）  

ア 出産応援ギフト 6,600件 

イ 子育て応援ギフト  6,600件 

  ※ 現時点での最大件数であり、今後増減する可能性があること。  

 

２ 委託内容 

⑴ WEBサイト・WEBカタログ等の作成  

ア 受託者は、本事業の目的に鑑み、妊婦や乳幼児を育てる家庭に喜ばれる妊娠・育

児用品等や家事・育児支援サービス等を選択・発注できる専用の WEBサイトとWEBカ

タログを作成すること。 

イ WEBサイトとWEBカタログの利用にあたっては利用対象者ごとに IDとパスワード

（以下、「PW」という。）を付与し、利用者の登録を行うこと。  

ウ WEBサイトヘのアクセスコード（二次元コードと URL）とID・PWが記載されたギフ

トカード、利用案内状、送付用封筒等を作成し、送付用封筒にギフトカードと利用

案内状を封入した上、指定場所に納品すること。  

なお、贈呈品の発注期限を利用対象者が初回登録（ログイン）を完了してから有

効期限を設定することとし、期間については、県と協議の上、決定すること。  

エ 受託者は、WEBサイト、WEBカタログ、ギフトカード、利用案内状、送付用封筒な

ど利用対象者の利用に供する物品等のデザインを提案し、県と協議の上、決定する

こと。なお、上記のデザインはいずれも、修正可能な段階で県に確認し、承認を受

けること。また、県が理由を付して再編集を依頼する場合は、これに応じること。  

オ 各作成物については、以下のとおりとする。  

(ア) WEBサイトの作成 

① WEBサイトは、利用対象者が見やすく、使いやすいものとして作成するとと

もに、不正ログイン及び不正利用の防止対策を十分に構築すること。不正ア
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クセスや関係者の持ち出し等により情報の漏えいを未然に防止する十分な措

置を執るとともに、個人名を含む個人情報データについては、万全なセキュ

リティ対策を施すこと。また令和６年３月を目途に公開を開始し、公開前に

誤字や漏れがないようにテストを行い、県の確認を受けること。  

② WEBサイトでの発注は、パソコンのほか、スマートフォンからも行うことが

できる仕様とすること。  

③ 通信回線が混雑して申込みができなくなることのないよう、通信環境や WEB

サーバーの機能などの対策を講じること。  

④ WEBサイトは、多言語化に対応すること。  

⑤ サーバーメンテナンス等で、利用者が WEBサイトを利用できない期間を可能

な限り短くし、メンテナンス等にあたっては利用者の利便性に配慮するこ

と。 

⑥ WEBカタログ内での妊娠期・出産期ポイントは合算し利用できるものとす

る。また、未使用のポイントがあった場合、本人に贈呈品等の送付や現金で

の還付は不要とする。  

⑦ 県や市町村の子育て関連ホームページへのバナーリンクを掲載できるペー

ジを作成すること。また、県や市町村の子育て関連情報をプッシュ配信でき

る機能を搭載し、市町村ごとに対象者向けの配信をできるようにすること。  

⑧ 利用対象者が制度の概要やサイトの操作方法等を理解し、全てのポイント

を有効期限内に必要な贈呈品等と交換できるようにすることができるよう、

妊婦・子育て家庭を主なターゲットとした効果的な広報・プロモーション方

策について次により、企画提案すること。  

・ 現金等による給付からの円滑な移行を図ることを目的として、プラット

フォームの利用開始に先立って、事業の目的やプラットフォームの概要等

を広く発信するための広報物（ポスター等）のデザイン及び原稿作成を行

うこと。  

・ 利用対象者が混乱なくプラットフォームを利用できるようにすることを

目的として、システムの稼働後に利用対象者に配布し、事業の目的やシス

テムの操作方法、具体的な活用場面等を分かりやすく発信するための広報

物（リーフレット等）のデザイン及び原稿作成を行うこと。  

(イ) WEBカタログの作成  

① 贈呈品の内容等  

WEBカタログに掲載する贈呈品の内容等については以下とすること。  

・ 贈呈品は、別紙に記載の商品・サービスを基本として全体で 300点以上掲

載し、利用対象者が任意に選択できるよう十分な選択肢を用意すること。

ただし、アルコール類、たばこ、遊技場入場券、資産形成価値の高いもの

（株、金等）は商品にできないものとする。  

・ 贈呈品については、妊婦及び０歳児から１歳児向けのものを用意するこ

ととし、贈呈品にそぐわない内祝い等の商品は含めない。また、妊婦・子
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育て家庭が使用するものとしての品質・安全や各家庭に公平に行き渡るよ

う、安定的な供給ができる商品を選定すること。  

・ 流産、死産、対象児童の死亡の場合にもギフトの利用が可能となるよう

に、家事・生活用品等のサービス等も設定すること。  

・ 贈呈品等の価格設定については、市場流通価格相当の範囲内でできるだ

け廉価な設定とすること。  

・ 贈呈品は定価ベース（市場価格）で千円（ポイント）から100千円（ポイ

ント）相当の複数品目を掲載し、全てのポイントを使い切れるように、千

円（ポイント）単位の価格設定とすること。また、市場価格との乖離が生

じないよう調達コストの縮減に努めることとし、そのための具体策を企画

提案すること。  

・ 各贈呈品の価格は、税込かつ送料込とすること。  

・ 贈呈品の選定に当たっては、汎用的な贈呈品等だけでなく、利用対象者

が地域と繋がるきっかけづくりとなるような贈呈品等を開発・掲載するこ

ととし、具体的な開発手法及び想定される贈呈品等の案について企画提案

すること。なお、最終的に贈呈品等については、県と協議の上決定するこ

と。 

・ 掲載する贈呈品は多様な家庭状況に配慮した幅広いニーズに応えられる

よう、魅力的で十分な選択肢を用意すること。  

・ 申込期間全体を通して供給できる贈呈品等を選定すること（季節限定品

目等を除く）。また、季節ごとの贈呈品入れ替えや利用者のニーズに基づ

く贈呈品の追加など、必要に応じて贈呈品等の入替えに努めること。 

・ 速やかな発送が可能であり、集中した申込みに対しても供給できる贈呈

品等であること。ただし、贈呈品等の性質や生産量、収穫時期等の制限に

より、即時対応が困難なものについては、その旨を明示すること。 

・ 食料品については、最低でも発送日から１週間以上の消費期限が保証さ

れること。ただし、生鮮食料品（鮮度が高く要求されるもの）については

この限りではないが、贈呈品等の発送希望日等を事前に利用者に確認・調

整するなど、贈呈品等が適切に利用者の手元に届くよう配慮すること。ま

た、生花等、時間の経過により利用価値が著しく損なわれるものについて

も、同様の配慮を行うこと。  

・ 離乳食等の食品の品質等については、食品衛生法（昭和 22年法律第233

号）に基づき、品質の確保に努めるとともに、発送手段等を考慮し、最低

でも発送日から60日以上の消費期限を保証すること。  

・ ベビーカー・ベビーシート等は、 SG認証（日本）、EN1888-2（欧州）又

はそれに準ずる規格を取得していること。  

・ WEBカタログでは、贈呈品を品目、妊婦及び出生した児童の対象月齢、ポ

イント数で分類し、表示するなど、選びやすく見やすいカテゴリ分けにす

ること。  
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・ 市町村ごとのオプションとして、独自の贈呈品・サービス（金券及び電

子マネーを含む。）を掲載できるようにすること。また、掲載する贈呈

品・サービスの決定及び変更に当たっては、事前に協議すること。  

(ウ) 共通事項  

① 利用対象者による贈呈品の発注は、原則、 WEBサイトから行うものとする。

ただし、利用対象者が WEBサイトから発注できない場合や紙媒体での配布を希

望する場合には、問合せ窓口で個別に受付をした上で、紙媒体の商品リスト

と申し込み用紙等を送付し、対応すること。  

なお、紙媒体のカタログの配布・発注に係る郵送費用は受託者の負担によ

ること。  

② デジタル機器の使用が難しい方などへの配慮について、提案すること。 

③ 外国ルーツの方などへの配慮について提案すること。 

④ ポイント範囲内であれば複数回申込を行うことができることとする。  

(エ) ギフトカード等印刷物の作成  

受託者は、印刷物（ギフトカード、送付用封筒、利用案内状）を、目安とし

て１⑹の想定件数分作成し、印刷すること。  

なお、最終的な作成部数等については、県と協議の上決定すること。  

(オ) 印刷物の納品  

① 受託者は、作成したギフトカードを県の指定場所に、別途指定する日まで

に、概ね第一四半期想定分を納品すること。残り分の配送時期、回数につい

ては、県等と調整の上、必要部数を順次納品できるようにすること（年間４

回程度の配送を想定）。なお、納品は、土曜日、日曜日及び祝日を除く日の

午前９時から午後５時の間に行うこと。  

② 納品にあたっては、納品する ID・PWごとの管理番号を記した一覧表を作成

し、当該一覧表とその電子データ（エクセル）を付すこと。市町村に納品す

る場合は、県に対しても一覧表および電子データを納品すること。  

③ 納品にあたっては、ギフトカードと利用案内状をあらかじめ送付用封筒に

封入・封緘しておくこと。また送付用封筒の外側に、封入した ID・PWに対応

する管理番号を記載し、封鍼した状態でも一覧表と突合することで、封入し

たID・PWを確認できる仕様とすること。  

④ 受託者から納品されたギフトカードは、市町村が宛名や管理番号により管

理し、管内の対象世帯へ配布するものとする。  

⑤ 受託者は、納品後に納品が確認できる書類を県に提出すること。 

⑵ 実施体制の確保  

ア 受託者は利用対象者及び県・市町村職員からの問合せ等に対応できる問合せ窓口

を設置し、下記の内容に対応できる体制を構築すること。  

(ア) 制度の利用方法、案内状及び贈呈品等の内容・発送に関する問い合わせ  

(イ) 案内状再送依頼の受付（提供した利用者リストによる本人確認の実施）  

(ウ) 贈呈品等に関する苦情、発送事故等に対する問い合わせ等  
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イ 本事業及び贈呈品等に関する苦情等が寄せられた場合は、誠意をもって丁寧に対

応するとともに、速やかに県に報告すること。 

ウ 問合せ窓口は、少なくとも平日午前９時から午後５時まで開設し、回線は本事業

専用番号を用意の上、混み合って繋がらないことがないようにすること。また、ト

ラブルの内容によっては、電子メール等による受付窓口を有した体制を整備し、休

日、夜間の対応もすること。  

エ 受託者は、登録のある利用対象者にポイントの残余がある場合、当該利用対象者

に対し、利用期限前に期限を通知すること。 

⑶ アンケートの収集・分析  

ア WEBサイト上では、本事業の対象者が個人情報登録の際に、県が指定する子育てニ

ーズ等把握のためのアンケートの取得も同時にでき、アンケート回答結果を県と受

託者間で確認できるようにすること。その他、県からの依頼に応じて、必要時期に

必要項目数のアンケートを実施すること。また、回答結果は、毎月、受託者が加

工・分析できる電子データ（エクセル）で市町村別に報告すること。  

イ 県からの依頼に応じて、どの贈呈品に人気が集まるかなどのデータを集計・分析

を行い、提出すること。 

⑷ 贈呈品の配送・管理体制  

ア 受託者は、利用対象者からの発注に基づき、各家庭への配送を行うこと。配送

は、原則として発注を受理してから概ね１か月以内、もしくは予めカタログ上に示

した発送時期に利用対象者へ贈呈品を発送すること。また１か月以降の日付で、届

け日指定をできるようにすること。加えて、同時注文分の配送物は、発注のあった

ものを可能な限り一つにまとめて送ること。  

イ 配送物は、本事業によるものと分かるよう、本事業に係る配送物である旨及び、

受託者が受託した事業であること及び問合せ窓口を配送伝票等に明記すること。発

送にあたっては、利用対象者の受領が確認できる発送方法とすること。  

ウ 特段の理由により、贈呈品の発送が著しく遅れる場合は、事前に当該利用対象者

へ発送時期を連絡し、了承を得ること。また、消費期限の短い離乳食等、時間の経

過によって価値が著しく損なわれるものについては、利用対象者へ適切に届くよう

配慮すること。  

エ 贈呈品の発送について、利用対象者の都合による転送は原則行わない措置を講じ

ること。また、贈呈品の輸送中における破損や紛失に対し、保障が受けられる発送

方法とする。  

オ 不着返却のあった贈呈品等の取扱いについては、速やかに利用者の登録電話番号

に連絡する等し、適正に届けるように努めること。連絡が取れないなど再配送が困

難な場合は、県と協議の上、適切に対応すること。  

⑸ 運用マニュアルの整備及び職員向け研修・試行運用  

ア ID等の交付からサイトへの登録、贈呈品等の配送までのプラットフォーム全体に

係る業務フロー等を記載した運用マニュアルを作成すること。また、管理者及び利

用者向けにサイトの操作手順や機能を示した説明書をそれぞれ作成すること。  
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イ 必要に応じて、運用マニュアルを利用した職員研修を実施するほか、デモサイト

等を利用した試行運用を実施するなど、円滑にシステムの利用を開始するための取

組を実施すること。  

⑹ その他自由提案  

ア 上記⑴から⑸に記載の業務は、県が最低限必要と考えているものである。参加者

は、その専門的な知見やこれまでの類似業務で蓄積したノウハウを活かして、本業

務の目的の達成に資する事項があれば、経費の範囲内で積極的な提案を行うこと。  

イ 提案に当たっては、プラットフォームが単なる贈呈品等の交換用のシステムに留

まらず、県内の妊婦・子育て家庭のつながりづくりを応援するものとなるよう、付

加価値を高めることに留意すること。 

 

３ システム構築後のプラットフォーム運用について  

別途契約予定である、次年度以降のシステム構築後の運用については、下記のような

事業を想定している。その他、市町村及び利用者の利益に資する運用業務について提案

すること。また、運用業務に係るコストについては、国交付要綱における基準額（利用

対象者100人当たり 80千円）を参考に見積もることとするが、そのコストが国基準額を

超える場合等は市町村負担とする場合も含めて、市町村毎の費用負担額について提案

すること。 

なお、詳細は提案内容を基に事業者、県及び市町村と協議の上で決定するもの。  

＜想定される運用業務＞ 

⑴ 県（プラットフォーム運用） 

ア 全体の進行管理  

イ 商品管理体制（商品の登録、在庫管理、データ収集（商品ニーズ、問い合せ件

数、利用者の商品購入状況）、商品の配送情報等）  

ウ 問い合わせ対応：顧客及び各市町村（システムの使用方法、エラー対応、商品の

品質、配送状況等）  

エ 参加市町村全体の情報管理  

オ ３⑴オ(ア)⑧で作成した広報ツールの印刷・配布（広報内容の見直しを含む。）  

⑵ 市町村 

ア 利用者ID・PW及びポイント（または電子マネー）付与（市町村、運用管理事業者

との情報共有）  

イ 利用者の個人情報管理（氏名、住所、ポイント（または電子マネー）残高、商品

購入履歴等）  

ウ 商品管理（市町村独自の商品、育児サービス等）  

エ 精算作業（商品配送結果（商品及び配送に係る経費を含む。）、利用者情報等）  

オ ３⑴オ(ア)⑧で作成した広報ツールの印刷・配布（広報内容の見直しを含む。）  

⑶ その他 

ア システム利用開始後、新たな市町村の追加に係る業務  

イ その他プラットフォームの運営に当たり必要な業務  
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４ 共通事項  

⑴ 事業計画書の作成  

受託者は、契約締結後、速やかに県と打ち合わせを実施し、本業務の履行に当たっ

ての実施体制、スケジュール等を明らかにした事業計画書を作成すること。事業計画

書は、県の承認を得ること。  

⑵ 報告書の作成  

毎月の委託業務の進捗状況を取りまとめ、実績報告書を作成し、翌月末までに、県

内の広域連携に参加する全市町村分について、県にまとめて提出すること。  

具体的な報告内容は、案内状・カードの納品件数、 WEBサイトヘの登録者数、申込受

付数、発注受付ポイント数、発送済贈呈品数、発送済ポイント数、ポイント全消費者

の人数、サイト未利用者の人数等とする。  

⑶ 県との意思疎通が十分可能な体制を確立すること。  

⑷ トラブル等発生時の危機管理体制を確立すること。  

⑸ 本業務で取り扱う個人情報について、クラウドサービス上で扱う際は ISMAPクラウド

サービスリストに登録されているサービスを利用すること。  

⑹ 個人情報をクラウドサービス上に保存する際は、日本国内法が適用される場所に保

管されること（日本国内リージョン）。  

 

５ 作成物の帰属  

本事業の作成物及びその著作権は、全て県に帰属する。 

なお、制作に当たって、第三者の著作権等に抵触するものについては、受託者の責任

と費用をもって、適正に処理すること。  

 

６ 個人情報の保護  

本事業によって知り得た個人情報の取り扱いについては、別紙「個人情報に関する特

記事項」によること。  

 

７ 費用負担  

受託者が業務を遂行するにあたって必要となる経費は、契約金額に含まれるものとす

る。 

 

８ 支払方法  

WEBカタログ等のシステム構築等導入費用については、事業開始後速やかに支払いを行

うものとする。  

贈呈品の調達・配送等事業運用費用については、各月ごとの利用者に対して発送した

ギフトカードの数を検査し、適正と判断した後、受託者の請求書を受理した日から 30日

以内に受託者に対して支払いを行うものとする。  
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別紙 

カタログ掲載商品・サービス  

 

１ 商品・サービス（基本分）  ※委託事業者が予め設定する商品・サービス  

カテゴリ  掲載点数  商品例（参考）  

家事・育児サービス  ２０点以上  
家事支援・育児支援サービス、ベビーシッ

ター、産後ケア、宅食サービス  等 

妊産婦用品  ３０点以上  

マタニティウェア、妊婦用下着、産褥ショ

ーツ、産後の補正下着、授乳用下着、骨盤

ベルト、授 乳クッシ ョン、授乳 パジ ャマ  

等 

乳幼児衣料品  ３０点以上  
肌着、ロンパース、靴下、スタイ、ガーゼ  

等 

育児消耗品  ３０点以上  ミルク、離乳食、おむつ、おしりふき  等 

家事・育児生活支援品  ３０点以上  

ベビーモニ ター、空 気清浄機、 ブレンダ

ー、掃除ロ ボット、 時短家電、 生活雑貨  

等 

玩具等 ３０点以上  知育玩具、乗用玩具、絵本  等 

育児日用品  ３０点以上  

ベビーカー 、チャイ ルドシート 、抱っこ

紐、ベビーチェア、ベビーベッド、マザー

ズバッグ、哺乳瓶、食器 等 

多胎児用品  １０点以上  
多胎児用ベ ビーカー 、多胎児用 抱っこ紐  

等 

衛生資材  １０点以上  スキンケア用品、消毒用品、タオル  等 

金券・ギフト券  １点以上  
主に子育てに関する商品やサービスに利用

されるもの  

サービス利用券  １０点以上  
タクシー利用券、撮影券、カウンセリング

利用券、グルメ券、エステ利用券  等 

その他 ６５点以上 出産・子育てに関わるもの全般  

岩手ならではの  

贈呈品・サービス  
５点以上 

※利用対象者が地域と繋がるきっかけづく

りとなるような贈呈品・サービスを開発・

掲載すること。 
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※全市町村で共通のラインナップを掲載す

る想定（特定の市町村でのみ利用できるサ

ービスを掲載する場合は、当該市町村に居

住していない利用対象者が閲覧・交換でき

ない仕組みとすることが望ましい。）。 

合 計 ３００点以上   

注１：上記のカテゴリ及び掲載点数については、必ずカタログに掲載するものとする。  

注２：上記のカテゴリや掲載贈呈品には、寄付・募金は除くこと。  

注３：上記事項にないカテゴリ等をカタログに掲載する場合には、事前に県に協議すること。  

注４：岩手ならではの贈呈品・サービスとは、地域社会全体で子育てする方々や子どもを温かく見守

る環境づくりに資するものであること。  

 

 

２ 商品・サービス（市町村独自分）※１にオプションとして追加する商品・サービス  

カテゴリ  商品例（参考）  

市町村が実施するサービ

ス 

家事支援・育児支援サービス、歯科検診、産後ケア利用ク

ーポン券 等 

地域独自の商品  
商工会との連携による子育て応援商品券、地域の特産品  

等 

その他 金券、電子マネー  等 

 


